
○新潟市温泉法施行細則 

平成 10 年３月 30 日規則第 14号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，温泉法（昭和 23年法律第 125 号。以下「法」という。）の施行について，必要な

事項を定めるものとする。 

一部改正〔平成 19年規則 183 号〕 

（温泉利用許可の申請） 

第２条 法第 15 条第１項の規定による申請は，別記様式第１号によるものとする。 

一部改正〔平成 14年規則 19号・19 年 183 号〕 

（変更等の届出） 

第３条 法第 15 条第１項の規定により許可を受けた者は，同項の規定により申請した事項を変更した場

合又は温泉を公共の浴用若しくは飲用に供することを中止し，再開し，若しくは廃止した場合は，速や

かに別記様式第２号による温泉利用許可申請事項変更等届出書を市長に提出しなければならない。 

一部改正〔平成 14年規則 19号・19 年 183 号〕 

（温泉利用許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請） 

第４条 法第 16 条第１項の規定による申請は，別記様式第３号によるものとする。 

追加〔平成 19年規則 183 号〕 

（温泉利用許可を受けた者の相続の承認の申請） 

第５条 法第 17 条第１項の規定による申請は，別記様式第４号によるものとする。 

追加〔平成 19年規則 183 号〕 

（温泉の成分等の掲示内容の届出） 

第６条 法第 18 条第４項の規定による届出は，別記様式第５号によるものとする。 

一部改正〔平成 14年規則 19号・19 年 183 号〕 

（許可書の書換交付等） 

第７条 法第 15 条第１項の許可を受けた者は，許可書の記載事項に変更を生じ，第３条の規定により届

出書を提出したときは，別記様式第６号により市長に許可書の書換交付を申請することができる。法第

15 条第１項の許可を受けた者の地位を承継するため第４条又は第５条の規定により申請書を提出し，そ

の承認を受けたときも同様とする。 



２ 法第 15 条第１項の許可を受けた者は，許可書を紛失し，き損し，又は汚損したときは，別記様式第

６号により市長に許可書の再交付を申請することができる。 

追加〔平成 21年規則 17号〕 

附 則

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成 11 年規則第８号） 

この規則は，平成 11 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 14 年規則第 19号） 

この規則は，平成 14 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年規則第 142 号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成 17年５月 24 日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の公布の際現に温泉法（昭和 23年法律第 125 号）第 14 条第１項の規定による掲示をして

いる者又は同項の規定による掲示をしようとする者は，この規則の施行前においても，改正後の別記様

式第３号により同条第３項の規定による届出を行うことができる。 

附 則（平成 19 年規則第 183 号） 

この規則は，平成 19 年 10 月 20 日から施行する。 

附 則（平成 21 年規則第 17号） 

この規則は，平成 21 年４月１日から施行する。 
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